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ヴォドゥからヴードゥーへ 
 

今井達也 

 

はじめに 
 

 2010 年のハイチ地震の直後、ニューヨークタイムズは「根底にある悲劇」と題する論説記事
で、ハイチの貧困の理由のひとつに「ヴードゥー教」を挙げた 1)。また、ウォールストリート
ジャーナルは、「ハイチとヴードゥーの呪い−ハイチの絶えざる悲惨の⽂化的ルーツ−」と題し、
過去、ハイチが総額数⼗億ドルの⽀援を受けながら後発開発途上国に留まる理由に「ヴードゥ
ー」の影響を挙げ、倫理性を⽋いた⾼度のパラノイア、または、進歩を拒む⼒とした 2)。 

現地社会で「ヴードゥー」は、災因・病因論的な体系として⼤きな影響⼒を保ち、⽣物医療へ
のアクセスを妨げることも、逆にそれへの繋ぎ役を担うこともある。ハイチ政府が震災後に策
定した医療・保健計画では、⽣物医療の環境整備を第⼀に、伝統的医療の発展も⽬標の⼀つと
なっている 3)。 

 「ヴードゥー」という呼称について補⾜すると、ハイチでは⼀般に「ヴォドゥ」と呼ばれ、
「ヴードゥー」は英語圏を経由したもの、さらに⾔えば、20 世紀初頭のアメリカ占領期以降の
⼤衆⽂化によって広がったものだ 4)。本稿では、ハイチでの⼀般的な呼称の発⾳に近い「ヴォ
ドゥ」を表記の基本とし、「ヴードゥー」はアメリカ占領軍が⾒た「ヴォドゥ」を意図する際に
⽤いたい。 

 アフリカ起源の諸信仰とキリスト教が混淆して⽣まれたとされるヴォドゥは、既に、19 世紀
の欧⽶社会で、フランスから独⽴したハイチに内在し、発展を阻んでいる野蛮な本質を表すも
のとして捉えられていた。 

 ⽂化⼈類学者のタラル・アサドによれば、19 世紀ヴィクトリア朝の⼈類学者たちは、⾃然の
因果関係の誤った理解の体系として呪術を捉え、呪術が⽀配的な社会では責任の主体としての
⾃由なエージェンシーは成⽴せず、また、⽴憲主義、法の⽀配、⾃決を意味する「責任統治」
の仕組みも根付かないと考えていた 5)。19 世紀のハイチにも同様のことが⾔える。欧⽶社会は、
独⽴後のハイチを、呪術の影響下にある元奴隷の⿊⼈たちが殺戮を繰り返すばかりで、責任あ
る主体としての⾃⼰統治が不可能な国として捉えてきた。この時期のハイチで、憲法が「宗教」
の⾃由を認めながら、刑法はヴォドゥを「呪術」として禁じたことに、欧⽶社会の眼差しを内
⾯化したハイチ指導層の胸の内が映し出されていると⾔えよう。 

 そして、19 世紀までのヴォドゥ表象は、20 世紀初頭のアメリカ占領期に受け継がれ、ヴォド
ゥは、占領軍にとって、武⼒介⼊を正当化する道具として、つまり、ヴードゥーを演じ続ける
ことになる。 

 本稿は、17 世紀から 19 世紀に⾄るハイチのヴォドゥ表象の形成史を考察しつつ、そのヴォ
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ドゥ表象がアメリカ占領初期にいかに受け継がれ、利⽤されたかを、関連する⽂献史料をもと
に明らかにすることを⽬的とする。また、本稿は、アメリカ占領期半ば以降に活発化する公衆
衛⽣政策において、⽣-権⼒的な機制が発動する契機としてヴォドゥがいかに機能したかを検証
する博⼠論⽂の⼀部を成すものである。 

 まず、本稿第 1 節では、1685 年の⿊⼈法発布以降のフランス領サン=ドマング期の呪術的⾏
為に関連する法規などを⼿掛かりに、仏領サン=ドマング社会で呪術や毒薬が次第に現地の⽩
⼈社会を中⼼に問題化していった過程を考察する。 

 第 2 節では、1804 年のフランスからの独⽴後、宗教の⾃由が憲法で認められる⼀⽅、ヴォド
ゥは刑法により呪術の⼀種として禁じられたが、19 世紀を通じて、ヴォドゥがハイチの諸呪術
⼀般の総称、さらに、⽂明化に抗うハイチの後進性の証とされるに⾄った過程を考察する。 

 第 3 節では、19 世紀までのヴォドゥ表象が引き継がれた 20 世紀初頭のアメリカ合衆国占領
期初期に焦点を当て、ハイチが奴隷制の記憶とともに⻑年怯えた他国による占領、介⼊を正当
化したナラティブにおいてヴォドゥが果たした役割を考察する。 

 

1. フランス領サン=ドマングの不安 
 

 フランスがイスパニョーラ島への奴隷貿易を 1670 年に開始して間もない 1685 年に⿊⼈法は
制定され、1697 年のライスワイク条約を経て島の⻄側 3 分の 1 がフランス領サン=ドマングと
なる。17 世紀にサン=ドマングに導⼊された奴隷の数は約 16 万⼈とされるが、翌 18 世紀にか
けて奴隷の数は 9 倍近くに膨れ上がる 6)。 

 まず、⿊⼈奴隷の爆発的な増加前に発布された⿊⼈法のうち宗教に関連する条⽂を⾒てみる
と、キリスト教徒に敵対する存在として島内からのユダヤ⼈の退去を求めた第 1 条と、奴隷の
洗礼を義務付けた第 2 条に続き、第 3 条では公におけるカトリック以外の宗教の礼拝⾏為を禁
じた。そして、第 5 条では「改⾰宗教（la religion prétendue réformée）」、つまり、プロテスタ
ントの活動を制限している 7)。これらの条⽂は、プロテスタントやユダヤ教を念頭に置いたも
ので、アフリカ起源の諸呪術を禁じているわけではなかった。また、第 16 条でも、奴隷たちが
婚礼の儀礼等と称して昼夜問わず集まることを禁じているが 8)、アフリカ起源の信仰を明⽰的
に名指していない。より具体的な内容の規制法が発布された翌世紀と⽐較すると、当局は、奴
隷たちが集まることの危険性を意識しつつも、この時点でアフリカ起源の呪術的諸実践と騒擾
の危険を明確に結びつけてはいなかった。 

 18 世紀を通じてサン=ドマングに売られた奴隷たちは、主にアフリカのセネガンビア、⾵上
海岸、⻩⾦海岸、ベナン湾、ビアフラ湾、⻄中央部の諸港から来た。初期はベナン湾界隈が多
かったが、フランス⾰命前夜には⻄中央アフリカの諸港に中⼼が移っていた。独⽴⾰命前夜の
サン=ドマングの⿊⼈奴隷社会は⼀枚岩ではなかったとされる 9)。 

 18 世紀に発布された関連法規を⾒てみると、まず、1704 年に⿊⼈奴隷による⽇曜の夜と礼拝
の祝⽇における集会と踊りを禁ずるオルドナンスが発布される。同オルドナンスは曖昧な⿊⼈
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法を補うかのように、礼拝の間に打楽器を叩くことや、「騒々しい集会（des Assemblées tumul-

tueuses）」を開催することを禁ずる 10)。ある司祭による 1727 年の書簡には、現地社会で「⿊⼈
呪術師（des Nègres sorciers）」の嫌疑がかけられた者への⾔及があり、呪術が現実的な脅威を
持ち得る旨が綴られている 11)。 

 次に、1758 年のオルドナンスでは、奴隷たちが仲間の死を弔う際に⾏う「迷信的な集会や儀
礼（les assemblées et cérémonies superstitieuses）」や、毒薬を意味する「マカンダル（Makandals）」
の売買等が禁じられる 12)。ここでは、先の 1704 年のオルドナンスにおける「騒々しい集会」か
ら「迷信的な集会や儀礼」へと、呪術的な実践を思わせる⽂⾔に変化し、また、毒薬を禁じる
条項がそれに続いている。マカンダルとは、プランターの殺害を⽬的に毒薬の知識を奴隷社会
に広めた逃亡奴隷の名に因んだものだ。マカンダルは処刑されるが、奴隷社会には毒薬の調合
にも転⽤可能な薬草の知識を持つ者が他に多数存在したとされる。サン=ドマングでは、本国の
任命を受けた内科医が現地の制度的医療のヒエラルキーのトップに⽴ち、島内で活動する医師
や薬剤師らに対する営業ライセンスの発⾏や、感染症対策など、現地の医療・保健⾏政全般を
監督していた。しかし、その監督は⼗分に⾏き届いていたとは⾔えず、例えば、医薬品や劇薬
の紛失といった問題が度々⽣じていた。時代は下るが、1780 年に、ネズミ駆除⽬的で⽤いられ
ていた劇薬のヒ素について、厳密な管理や売買のルールを定めた法令が発布されており、現地
社会がこの問題に神経を尖らせていた様⼦がうかがえる 13)。 

 そして 1765 年になると、「カランダ（Calendas）」という名称の踊りが、具体的な内容は⽰
されないまま、オルドナンスで禁じられる 14)。カランダとはどのようなものだったのか。マル
ティニーク出⾝の法曹で、1780 年にサン=ドマングの⾼等評議会のメンバーとなり、ルイ 16 世
の命を受けてフランス領アンティル諸島の法令集の編纂を⾏ったメデリック・ルイ・エリー・
モロー・ドゥ・サン=メリー（以下、サン=メリー）が 15)、1797 年にアメリカで出版したサン=

ドマングの『地誌』にその記録がある 16)。それによると、カランダは、時に弦楽器を加えるな
どの⼤⼩様々な打楽器隊の演奏に合わせて⼥たちが拍⼦を取り、リード・シンガーの歌にコー
ラスが応え、サークルの中央で男⼥がペアになって踊るものとされる。この形式は、現代の⻄
及び中央アフリカの余興のダンスの形式の⼀部との類似が近年の研究で指摘されている 17)。ま
た、『地誌』では他に「シカ（Chica）」や「コンゴ（Congo）」と呼ばれる踊りが紹介されて
いる。 

 こうして、奴隷の踊りや儀礼らしきものを禁じる関連法規において、当初、禁⽌対象の輪郭
は曖昧だったが 18 世紀を通じて少しずつ具体的になり、明確な定義は⽰されないものの、ひと
まず、カランダという名の踊りに辿り着く。しかし、ヴォドゥの名はまだない。その名が初め
て現れるのは、上述のサン=メリーによる『地誌』においてとなる 18)。 

 同書でサン=メリーは、島の⻄側を中⼼にヴォドゥという踊りが活発に⾏なわれていたこと
に触れ、それが迷信的な⼀団によって執り⾏われていた点に注意を促している。そして、当該
の⼀団を構成するのは⻄アフリカ系の⼈々で、ヴォドゥとは、この世の全事象に影響を及ぼす
超⾃然的な存在の信仰であり、その化⾝である蛇が、司祭にその意思を伝える。司祭は何かが
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憑依したような痙攣的な状態で神託を授け、参加者も感覚を失うまで踊り、催眠状態へと⾄る。
売春⾏為が伴うこともあり、当局の警戒を解くために単なる踊りの振りをしているが、実はと
ても危険なもの、と⾒なす。フランスとハイチにおける⾰命を⽣き延びたサン=メリーは、『地
誌』の発表当時、アメリカのフィラデルフィアを拠点に書店を経営しており、ヴォドゥの記述
を含むサン=メリーの著書はフランスだけでなくアメリカの知識層に多く読者を持っていたと
される 19)。 

 また、ヴォドゥとカランダの関係について、⽂化⼈類学者のメトロ−は、20 世紀半ばに⾏っ
たフィールド調査をもとに、サン=メリーの時代にカランダとして認知されていたものがヴォ
ドゥの⼀種だった可能性を指摘しているが、歴史家のラムジーは、ヴォドゥの定義が歴史的に
変化した可能性に触れながら、少なくとも 18 世紀末のサン=ドマング社会では、カランダとヴ
ォドゥは別個のものとして⽣きられ、実践されていたとしている 20)。 

 

2. ハイチのヴォドゥ、この呪われたもの 
 

 1804 年の独⽴後に南北への分断を経たハイチは 1818 年に統⼀を果たす。統⼀時のボワイエ
⼤統領は法制の整備に取り組み、1825 年から 1835 年にかけ農⺠法などを順次発布した。フラ
ンスの法規を参考に法制の整備は進められたが、1835 年発布の刑法には⼀部特異な条⽂が含ま
れていた 21)。それが、第 6 セクションの「呪術（sortilèges）」に関するものである。該当箇所
のうち特徴的な第 405 条を、⼀部省略し以下に紹介する。 

 

第 405 条：ウアンガ、カプルラタ、ヴォドゥ、ドンペドル、マカンダル及びその他の呪術
を実施するものは、違警罪裁判所によって、3 か⽉から 6 か⽉の禁固刑、並びに、60 から
100 グルドの罰⾦刑に処せられる。［...］物神崇拝と迷信を⼈々のうちに育む性質を持つ、
あらゆるダンスやその他の任意の⾏為は呪術と⾒なされ、同様の処罰を受ける。 

 

 ここでヴォドゥは他に列挙された幾つかの呪術的⾏為の⼀つとされている。⼀連の⾏為の具
体的な内容は⽰されていない。ヴォドゥは同時代の出版物であるサン=メリーの記述が参考と
なるが、それ以外の⾏為が 19 世紀に何を意味したのか。まず、「ウアンガ（ouanga）」とは、
治癒可能な病などの軽微な呪いを指す 22)。次に、「カプルラタ（caprelatas）」も同様に軽い呪
いを意味するが、呪術師を騙る詐欺師を指す場合もある 23)。また、「ドンペドル（donpèdre）」
は、ハイチに暮らしたスペイン⼈の⾎を継ぐ⼈物が名称の由来とされ、弾薬を混ぜたラム酒を
飲みながら踊る催しを意味する 24)。「マカンダル（makandals）」は先述の通り毒殺を意味する。 

 ハイチ独⽴翌年のジャン=ジャック・デサリーヌ統治下（1804-1806）の 1805 年憲法は「⽀配
的な宗教（religion dominante）」を認めず、「諸崇拝の⾃由（la liberté des cultes）」を認めてい
たが 25)、ボワイエ政権下（1818-1843）の憲法では、「宗教」としてローマ・カトリックを国教
として保護する旨を定めた条⽂の直後に、「他の全ての宗教的崇拝（tout autre culte religieux）」
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については、法に則る限り認める旨を定めている 26)。つまり、ローマ・カトリック以外の「宗
教的崇拝」は条件付きでその活動が認められているが、1835 年発布の刑法の呪術に関する条項
によってヴォドゥは「宗教的崇拝」にさえ含まれない「呪術」として違法化されたことになる。
宗教に関する憲法の条⽂は、ハイチ史を通じて、⼤別するとデサリーヌ型とボワイエ型の間を
揺れ動き続けるが、ヴォドゥを禁じた刑法はボワイエ政権以降も残存し、ヴォドゥが合法化さ
れるのは 1987 年となる。 

 逃亡奴隷たちがサン=ドマング北部の森で催した儀礼が独⽴戦争の起点となったことが、そ
の後、ハイチのナショナル・ヒストリーにおいて重視され、他でもないヴォドゥの儀礼として
繰り返し⾔及されたことからすると、いささか奇妙に思われる。なぜヴォドゥを禁ずる必要が
あったのか。その理由について、以下ではふたつの可能性を⽰し、本稿では、ヴォドゥの表象
の形成に直接的に関わったと考えられる第 2 の理由に注⽬して検討したい。 

 まず第 1 の理由として、⼈種主義的な傾向を持ったボワイエ⼤統領による権威主義的な政権
が 27)、元⿊⼈奴隷からなる農⺠たちと密接な関係にある呪術としてのヴォドゥを違法化するこ
とで、権⼒基盤を脅かしかねない勢⼒を潜在的に周縁化し、反乱を未然に防ぐことを意図した
可能性である 28)。 

 ボワイエ政権以前、南北に分断していたハイチの北部は元⿊⼈奴隷のアンリ・クリストフが、
南部は⿊⼈の⺟とフランス⼈宝⽯商の⽗を持つムラートのアレクサンドル・ペティオンがそれ
ぞれ統治していた。サン=ドマング時代、平野部の多い北部では⼤量の奴隷を必要とする砂糖プ
ランテーションが発展していたが、平野部の少ない南部ではコーヒーなどの⼩規模なプランテ
ーションが形成され、ムラートの経営も多く⾒られた。独⽴後も、北部では⿊⼈が、南部では
ムラートの⼒が有⼒になったとされる 29)。 

 ⾃⾝もムラートのボワイエ⼤統領は、フランスによる独⽴の承認と引き換えに 1825 年に約
束した独⽴戦争時のフランス側の被害に対する賠償⾦の⽀払いの必要から、税収増を期待し、
指導層のムラートたちの⽀援を得ながら、結局は失敗に終わるものの、⼤規模なプランテーシ
ョン制の復活を⽬論んでいた 30)。19 世紀後半にハイチの歴史家ルイ=ジョセフ・ジャンヴィエ
が「鞭を⽤いない奴隷制」と揶揄した 1826 年制定の農⺠法は、ボワイエ⼤統領のこうした企図
を反映したもので、禁固刑などの罰則付きで農⺠の移動の⾃由を制限するなどしたため、農⺠
たちからは不評を買っていた 31)。 

 1843 年のボワイエ⼤統領失脚に繋がる反乱は、南部出⾝のムラート議員であったエラール・
デュメスルが主導した。デュメスルは、ボワイエ⼤統領と異なり、ムラートだけでなく元⿊⼈
奴隷たちが独⽴運動以来果たしてきた功績を評価していた 32)。デュメスルが著したハイチ北部
の旅⾏記には、ハイチ北部の森で⾏われ独⽴運動の起点となったヴォドゥの儀礼に関する記述
があるが、これは、当該儀礼の記述のうち最も古いもののひとつとして後世に影響を与えた 33)。 

しかし、ボワイエ政権崩壊後の憲法では、公序に反しない限り「あらゆる崇拝（tous les cultes）」
の⾃由が認められたにも拘わらず、ヴォドゥを禁じる刑法は残った。 

 次に、第 2 の理由として、⽂明国としての体⾯を保つ⼀種のパフォーマンスとして当該条⽂
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を策定した可能性である。傍証として、ハイチ政府は在ハイチの各国領事や国外に⼀連の法規
の配布に腐⼼していたことがあげられる 34)。実は、刑法発布の 1835 年に⾄るまで、サン=メリ
ーの他に、欧⽶では既にいくつかの⽂献でヴォドゥに関する否定的な記述が登場していた。例
えば、独⽴戦争期のサン=ドマングでフランス⼈でありながら医師として独⽴軍に従軍した博
物学者ミシェル・エティエンヌ・デクルリッツは、1809 年に発表した⾃著で、ヴォドゥを、蛇
を神格化した呪術と⾒なし、実践者らを「偶像崇拝のセクト（une secte idolâtre）」としている 35)。
また独⽴戦争の際にフランス軍の⻯騎兵として戦ったシャルル・マリー・フランソワ・マラン
ファンは 1814 年に発表した⾃著でヴォドゥの信徒を「狂ったものたち、ばか、愚か者（des fana-

tiques, des sots, ou des imbécilles）」と形容していた 36)。 

 19 世紀を通じて、ハイチでは、独⽴国としての新たな枠組みを模索する試みが続けられたが、
国内情勢は不安定なまま、経済も追い詰められていく 37)。こうした国内事情は海外にも伝わり、
ヴォドゥを巻き込みながら、否定的なハイチ像を⽣み出してゆく。 

 1853 年になると、在ハイチ・フランス総領事を務めたギュスターヴ・ダローは、サン=メリ
ーを参考に破廉恥なヴォドゥの解説をしながら、当時、ハイチ皇帝を名乗ったフォスタン・ス
ールークがヴォドゥ信者であることに触れる 38)。同書は 1861 年に英語版も出版された。また
同年、アルチュール・ド・ゴビノーの『諸⼈種の不平等に関する試論』が出版される。同書に
ヴォドゥへの直接の⾔及はないが、ゴビノーはハイチに紙幅を割き、まず隣国の「ドミニカ⼈

（les Dominicains）」について、彼らには⽩⼈の⾎が混ざっているため、「有⽤な市⺠（des citoyens 

utiles）」と成り得るが、⽂明化に適さない⿊⼈が統治を担っているハイチでは、⺠主主義とい
う「博愛的（philanthropiques）」な仕組みにも拘わらず殺戮が繰り返されているため、外国の庇
護を必要としているとした 39)。 

 そして 1884 年に元在ハイチ・イギリス総領事のスペンサー・バッキンガム・セイント・ジョ
ン卿による『ハイチ、または⿊⼈共和国』（Hayti:or, the Black Republic）が出版され、サン=メ
リー以来のヴォドゥ像を更新し、凄惨なイメージを決定付ける。同書では、「⾓なしの⼭⽺（goat 

without horns）」という隠語で呼ばれる⼈⾝御供の儀礼で⼈⾁⾷の嫌疑をかけられた⼀団が逮捕
され、裁判後、8 名が公開処刑となった 1864 年のビゾトン事件が紹介された 40)。 

 セイント・ジョン卿は同書でハイチのキリスト教事情などに触れた「宗教、教育、司法」と
題する章とは別に、「ヴォドゥ崇拝とカニバリズム」と題する章を設け、⼤半のハイチ国⺠は、
残忍な信仰のヴォドゥに夢中になっているとする。さらに、ハイチは形式的には共和主義だが
実際は軍事独裁と評し、ヴォドゥを信じる国⺠は「無知なアフリカ⼈（ignorant Africans）」か
ら成るため、⽂明など発展しないこと、法の⽀配は根付かない旨などを記した。同書は、科学
誌ネイチャーが 1884 年 12 ⽉号の書評欄でも紹介し、セイント・ジョン卿によるカニバリズム
の記述にも触れながら、当時のハイチ社会についての「誠実で偏りのない説明」として評価し
ている 41)。 

 19 世紀半ばまでにハイチ国外で出版された諸⽂献は、ヴォドゥを特別視しながらも呪術の特
殊な⼀形式と⾒なしていたが、セイント・ジョン卿に⾄っては、ヴォドゥはもはや単なる呪術
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の⼀形式ではなく、ハイチ⼈の⼤半が信仰する根源的で包摂的な何かとなっている。 

 他⽅で国内にはヴォドゥについて様々な議論があった。例えば、ハイチの外交官であり著述
家だったフィリップ・ハンニバル・プリスは、ヴォドゥを、不快に⾒えるかもしれないが、ア
フリカ起源の無垢な踊りであり、その悪評はハイチ国⺠を利⽤する⼀部の「ウーンガン

（houngan）」の仕業によるものとした。ウーンガンとは⼀般にヴォドゥの司祭を意味するが、
ハンニバル・プリスは医師や科学者を意味するアフリカ起源の⾔葉として紹介している 42)。他
に、ヴォドゥを、⿊魔術的な意味合いを持つ呪術から峻別しようとする潮流もあった 43)。 

 

3. 占領を正当化したヴードゥー 
 

 アメリカによるハイチ占領は、カリブ海におけるアメリカの覇権とパナマ運河の安全保障の
脅威となり得るドイツの影響⼒排除を⽬的に、第 1 次⼤戦中の 1915 年に始まった 44)。海兵隊
介⼊後、両国間で条約が取り交わされ、ハイチ財政の⽴て直しを主軸に各分野の「⽀援」がア
メリカ主導で実施された。 

 財務等の諸分野専⾨の⽂官を含む占領軍の⼤半は、海兵隊を中⼼とした組織だった。条約に
従い 1916 年にハイチ憲兵隊が結成され、既存のハイチ軍及び警察が解体された。115 名の海兵
隊員が 1300 名のハイチ⼈憲兵隊の指揮に当たった。1917 年には、治安維持に加えて地⽅⾏政
を監督するローカルの諮問機関の役割も担うことになった 45)。 

 ハイチ各地の現場に展開した海兵隊は占領の⽬的をどう理解していたか。例えばイーライ・
K・コール⼤将は、1921 年のアメリカ上院公聴会で、ハイチ国内の混乱を取り除き独⽴国家と
して存続する条件を整えること、彼らがしばしば⽤いた表現に倣うなら、ハイチを「掃除する
こと（clean that place up）」が占領の⽬的であり、道徳的義務と答えている 46)。 

 この公聴会は、ハイチ占領が⼤統領選挙を控えたアメリカ国内で問題化して開かれたものだ
が、開催までの経緯はおよそ以下のようなものだ。 

 1916 年の憲兵隊結成後、海兵隊員らには刑法からの⼀部抜粋が付された 1864 年版のハイチ
農⺠法の英語版が配布された。補填された刑法は前節で紹介した呪術に関する条⽂だった。1918

年に憲法が⼀部修正されたが、占領期においても引き続き憲法で宗教の⾃由を認めつつ、刑法
でヴォドゥを呪術として禁じるという法制上の建て付けは踏襲されていた。 

 憲兵隊は刑法の呪術関連の条⽂を根拠に取り締まりを強化するが、強化には治安維持以外の
⽬的があった。これが農⺠の反乱を引き起こすことになる。 

 憲兵隊発⾜当初、占領要員をハイチ各地に効率的に展開する道路整備の必要が説かれ、1864

年版の農⺠法を根拠とした強制労働のスキームが利⽤された。この強制労働は、フランス語の
「コルヴェ（corvée）」がハイチ・クレオール語化し「コヴェ（kòve）」と呼ばれていたもので、
その起源はボワイエ政権下の 1826 年に税収増を期待してプランテーションの復活を⽬論み作
られた農⺠法である 47)。19 世紀を通じて断続的に適⽤されていたが、アメリカ占領当初には廃
れていたスキームだった 48)。 
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 占領軍は、道路のメンテナンスのみをコヴェの作業として想定していた過去のハイチ政府の
解釈を変更し、新設⼯事も可能とし、作業期間を延⻑した。銃器を携⾏した⾒張りの下、作業
員はロープで繋がれて移動し、逃亡を試みた者はしばしば射殺されるなど、凄惨な環境だっ
た 49)。強制労働作業員の徴⽤は憲兵隊が各地で⾏ったが、呪術を禁じた条⽂などが農⺠の恣意
的な逮捕を正当化し、作業員の徴⽤を容易にした。こうした⾼圧的な⽅法はやがて「カコ（cacos）」
の反乱と呼ばれる農⺠中⼼の反対運動を引き起こす 50)。 

 諸説あるが、カコの名は島に⽣息する「タコ・イスパニョーラ（Tacco Hispaniola）」と呼ば
れる、⼤蜥蜴を⾷べる⼩⿃が由来とされる。ハイチ⾰命の折にはゲリラ戦を繰り広げた元奴隷
たちを指した 51)。占領期の海兵隊の各種記録では「盗賊（bandits）」とほぼ同義に⽤いられて
いたカコについて、例えば 1926 年の海軍医療年鑑所収の論考では次のように記されている 52)。 

 

 野蛮⼈たちは残虐さの虜だ。敵は死体を獲得して⼠気を⾼めているようだ。このことは、
怪我⼈の扱いと同様、死体を保護する特別な予防措置が必要なことを意味する。ハイチの
カコたちの間では、アメリカ⼈兵⼠の⼼臓を⾷べると、⾷べた者は弾で打たれても死なな
いという迷信があるのだ。少なくとも、⼼臓を⾷べられた⼀例がある。 

 

 この記述に典型的に⾒られるカコの猟奇的なイメージは、確たる証拠のないまま流布してい
たものだが、占領初期から続いたカコの反乱を経て、カコを貶めることに躍起になっていた占
領軍界隈で共有されていた。他⽅で、⼀部のカコたちが残した数少ない私信などからは、猟奇
的というよりは、占領軍の暴⼒に対する正当な怒りをあらわに 1804 年の独⽴と⾃らの活動を
重ねて再び主権回復を願う⼀介のナショナリストとしての姿が映し出されている 53)。 

 こうした状況下の 1919 年、留置場でハイチ⼈ 2 名が裁判を経ずに海兵隊員によって射殺さ
れる事件が発⽣する。本件は隊内で明らかになり、事態を重く受け⽌めた海兵隊上層部は、当
該事件と同様に殺⼈の疑いがある他の事例について調査を⾏った。その結果、類似の事例がい
くつか明らかになるが、熱帯地域でしばしば起こり得る、取るに⾜らない出来事と⾒なされ、
関係者の処分が決まる。そして、隊の⾏動規範の⾒直しやコヴェの中⽌等が決定され、事態は
収束したかに⾒えた⽮先の 1920 年に、当件に関する極秘の公電がメディアに漏れ、⼤統領選挙
に向けたアメリカの政局で問題化し、占領の是⾮を問う公聴会の開催（1921-1922 年）が決まっ
た 54)。 

 実は、事件が明らかになるまで、⺠主党のウッドロー・ウィルソン政権下（1913-1921 年）の
アメリカ国⺠はハイチ占領に⼤きな関⼼を寄せていなかった。ウィルソン政権は、第⼀次⼤戦
後の 1919 年にハイチからの撤退を試みるも、続くカコの反乱を受けて、反対に、占領軍の増強
を余儀なくされていたが、ネイション誌など⼀部の例外を除き、事件まで、アメリカのメディ
アの多くは占領に好意的な論調だった。公聴会の開催に先⽴ち、調査委員会による現地調査も
1920 年に⾏われたが、公聴会の結果、道路建設などの様々な「成果」をハイチにもたらしたも
のとして占領は肯定的に評価され、指揮系統の強化を⽬的とした占領軍の組織再編を経て、占



Résoances 12 9 

領継続が決まる。公聴会開催の数か⽉前に共和党のウォーレン・G・ハーディング政権が発⾜
していたが、歴史家のシュミットが指摘するように、ハーディング政権は、ウィルソン政権下
のハイチ占領における混乱の「罪滅ぼし」の機会として公聴会を利⽤し、占領軍を⼀部刷新し、
占領を引き継いだ格好となった。公聴会の議⻑で共和党のメドミル・マコーミック上院議員は、
公聴会開催前の 1920 年の時点で組織再編後の占領継続案を表明していたとされる。つまり、占
領継続は既定路線であり、ハイチ占領は政争の具にすぎなかったと⾔えよう 55)。 

 「罪滅ぼし」としての公聴会では確かに占領軍の問題⾏為にも⾔及されたが、占領による⽂
明化が必要な国としてのハイチ像が繰り返し強調され、ハイチを代理し表象するものとしてヴ
ードゥーに注⽬が集まった。例えば、 

 

ハウ（国際法弁護⼠）：現地の⼈々の様⼦はどのようなものか。あなたはハイチ⼈をどのよ
うに思い描くか。 

［...］ 

バトラー（海兵隊）：ハイチ⼈は⼆つの階級に分けられる。⼀⽅は靴を履く階級、他⽅は履
かない階級だ。靴を履く階級はおよそ 1%しかいない。また、せいぜい⼈⼝の 1%の 4 分の
1 しか読み書きができない。靴を履く⼈も多くは読み書きができないのだ。［...］99%のハ
イチ⼈は、私が知る限り最も親切で、気前よく、温かく⼈をもてなし、喜びを愛する⼈々
だ。彼らは誰も傷つけない。彼らは、⾃然な状態にいるうちは、とても親切だ。しかし、

［...］1%の⼈々が、お酒とヴードゥーの道具で彼らを焚き付けるとき、この親切な⼈々は最
も恐ろしい残忍な⾏為もできるようになるし、⼈⾁⾷も⾏う。ある海兵隊員は肝臓を⾷べ
られた 56)。 

 

また、 

 

ハウ：ヴードゥーの実践は、占領期に現地で起きた数々の出来事に何か影響を与えたか。 

［...］ 

ウォラー（海兵隊）：ヴードゥーは、農⺠や下層の⼈々に⾒事な効果をもたらしていた。エ
リート層にもいくらか影響⼒を持っていた。ヴードゥーはハイチの法に反していたが、ハ
イチ⼈たちは法を執⾏していなかった。私たちが法を執⾏し、集会を解散させ、全てのド
ラムを没収した。ヴードゥー・ドラムが聞こえるところではどこでも、私たちは即座に⾳
を追跡し、できる限り解散させた。［...］ヴードゥーでは⼈⾝御供があらゆる悪を癒すと信
じられているが、ハイチでは暫くの間、⼈⾝御供に頼るようなことは起きていないと思う。
ヤギや⽺を犠牲にしているが、とても残忍な⽅法で⾏っている 57)。 

 

 ⼤半のハイチ国⺠は寛⼤で従順なまま⼈を傷つけることはないが、ほんの⼀握りの⼈々がお
酒とヴードゥーの⼒で彼らを⼈⾁⾷さえ厭わない残忍な存在に変貌させるという旨の語りは、
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占領軍内で度々繰り返されてきた。 

 また、公聴会の記録に付されたもので、旅団⻑が在ハイチ・アメリカ軍代表に宛てたハイチ
情勢に係る 1917 年の公電では、ハイチ⼈は、⼀⾒どんなに洗練されていても⼀⽪剥けば残忍で
あり、ヨーロッパで教育を受けても、アフリカ由来の残忍な精神状態にすぐに戻ってしまうと
され、また、ハイチ⼈の 9 割以上が信じるヴードゥーが真の危険だとする 58)。ここでヴードゥ
ーは、単に、ハイチの呪術の特殊な⼀形式でも、呪術⼀般の総称でもなく、セイント・ジョン
卿が主張したように、ハイチ社会の後進性と不可分の⽂化と⾒なされている。 

 公聴会では、⼈⾁⾷の信憑性に疑義を挟み、⽐較的冷静な第三者として証⾔をする⼤学研究
者もあったが、当の研究者においても、アフリカの様々な習慣の「ブレンド（a blend）」であ
るヴードゥーの儀礼にはしばしば性的乱交が伴うと考えていた。さらに、ハイチにはふたつの
ハイチがあり、⼀⽅はヨーロッパ的で教養があり、フランス語を⽤い、洗練され、キリスト教
を信ずる⼈々からなるハイチ、他⽅はアフリカ的で教養がなく、クレオール語を⽤い、ヴード
ゥーを信じる洗練されない⼈々からなるハイチという、先のバトラーの証⾔と共通するハイチ
像を提⽰している 59)。 

 他に、1920 年の旅団⻑がワシントンに宛てた海兵隊活動レポートなど、占領を正当化する公
聴会の趨勢を後押しするような記録の数々が資料として次々に提出された。⽈く、「ヴードゥ
ーイズムの忌まわしい⾏い（the abhorrent practice of voodooism）」に対して海兵隊が⽰した断固
たる態度が、⼈⾝御供を打ち砕き、野蛮な状態に⽣きるハイチ⼈を⽂明化するとし、充分な教
育を受けたハイチ⼈ならば、占領軍への敬意と称賛を抱くだろうとする 60)。 

 ここでは、仮に海兵隊による暴⼒的な逸脱⾏為があったとしても、残忍なヴードゥーを前に
⽌むを得ず採った⾏為となり、⽂明国としての規範を逸脱するヴードゥーの野蛮な⾏為に対す
る正当なカウンターと⾒なされる。ヴォドゥは単に呪術の総称として遅れたハイチの残忍さを
表すだけに留まらない、それに⾒合った暴⼒的介⼊を認める⼝実としてのヴードゥーを分⾝に
持つことになったのである。 

 

おわりに 
 

 本稿は、17 世紀から 19 世紀にいたるヴォドゥ表象の形成史をふまえながら、20 世紀初頭の
アメリカ占領期において、コロニアルな欲望の正当化のために、ヴォドゥがヴードゥーとして
担わされることになった役割について考察を試みた。考察の対象となった期間は、17 世紀から
占領期間中に実施された公聴会（1921-1922 年）までとなるが、占領⾃体は、先述の通り、公聴
会を経て再編された新体制で 1934 年まで続く。新体制の下、公衆衛⽣政策が活発化し、⽣-権
⼒的な機制がヴードゥーといかなる関係を結ぶことになったかについては、別途論考を試みた
い。
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Résumé 

 
 

Du vodou au voodoo 
 

Tatsuya IMAI 

 
Nous examinerons dans notre étude comment le vodou haïtien en est historique-

ment venu à être considéré comme une force culturelle résistante à « la civilisation », et a 
fonctionné en tant qu’excuse pour des interventions étrangères souvent violentes dont l’oc-
cupation d’Haïti par les États-Unis au début du 20ème siècle est un exemple indiscutable. 
Durant cette occupation, le vodou a toujours incarné les racines de la société haïtienne qui 
était perçue par les occupants comme contre « la démocratie » ou « l'auto-gouvernance ». 

Afin d'éclaircir ce processus par lequel le vodou est devenu une représentation 
d'arriération associée à Haïti, nous aborderons d'abord les lois interdisant les pratiques ma-
giques à l'époque de Saint-Domingue des 17ème et 18ème siècles sous l'emprise de la France. 
L'absence du vodou sera contrairement à nos attentes constatée dans les lois interdisant les 
pratiques magiques.  

La section suivante consiste à examiner le 19ème siècle après l'indépendance d'Haïti 
pour montrer que le vodou est devenu un terme général englobant les pratiques magiques 
haïtiennes qui représentait l'arriération culturelle surtout depuis l'étranger.  

Le code pénal promulgué en 1835 a interdit le vodou en tant qu’une des pratiques 
magiques alors que la liberté de religion était reconnue dans la Constitution. Haïti a cons-
tamment souffert des problèmes causés par la transformation structurelle politique et éco-
nomique après son indépendance, si bien qu'Haïti a souvent été pris comme un exemple 
d'échec d'indépendance ou d'éradication de l'esclavage à l'époque de l'indépendance des 
pays d'Amérique latine. Dans cette optique, le vodou a été mentionné comme la cause de 
sa perte de légitimité politique.  

Enfin, nous montrerons que le vodou haïtien, devenant « le voodoo », a été cité 
avec constance comme la preuve de son arriération pour justifier l'occupation par les États-
Unis et leur violence politique et militaire contre les Haïtiens.

 


